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2016.8.25  

日本学術会議健康・生活科学委員会健康・スポーツ科学分科会 監訳 

ユネスコ（2015） 
「体育・身体活動・スポーツに関する国際憲章」 

 
前文  
ユネスコ総会は、 

1. 国連憲章において、基本的人権と人間の尊厳及び価値への信念を宣言し、社会的進歩と生

活水準の向上とを促進する決意を確認したことを想起し、 

2. 世界人権宣言によって、すべての人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的又はその他

の意見、国籍もしくは社会的出身、財産、門地、その他の地位によるいかなる差別をも受ける

ことなく、そこに掲げられているすべての権利と自由を享有していることを想起し、 

3. 人権の行使の条件は、すべての人が身体的、精神的、社会的な充足を育み維持させること、

それらの能力を発達させ保つことができる安全と自由であることを確信し、 

4. 被害を受けやすい又は取り残された集団が受けている格差を克服するために、体育・身体活

動・スポーツのための資源、権限、責任が、ジェンダー、年齢、障がい、その他一切の理由に

基づく差別なく与えられなければならないことを強調し、 

5. 人類の無形の遺産のひとつである体育・身体活動・スポーツの文化的多様性には、運動遊び、

レクリエーション、ダンス、組織化されたもの、日常的なもの、競争的なもの、伝統的なもの、先

住民のものとしてのスポーツやゲームが含まれることを認識し、 

6. 体育・身体活動・スポーツは、健康、社会的・経済的発展、若者のエンパワメント、和解、平和な

ど、さまざまな個人的及び社会的恩恵をもたらすことを認識し、 

7. 質の高い体育・身体活動・スポーツの提供は、フェアプレー、平等、誠実、卓越、責任、勇気、チ

ームワーク、規則や法律の順守、自身や他者に対する尊重、共同体意識、連帯並びに楽しさ

や喜びなどの価値を促進するために要するあらゆる潜在的な能力を発揮するために欠かせな

いことを指摘し、 

8. 質の高い体育・身体活動・スポーツを実現するために、あらゆる個人、専門家、ボランティアが

一様に適切なトレーニング、監督、カウンセリングを受ける必要があることに対して注意を喚起

し、 

9. 幼少期からの保護者や保育者との遊びの経験や質の高い体育に参加することは、生涯にわ

たって身体活動やスポーツに参加し、さらには社会の一員となるために必要なスキル、態度、

価値、知識、理解、喜びを子どもたちが学ぶための必須の入り口となることを明確に示し、 

10. 体育・身体活動・スポーツは、人と人とのより強い絆、連帯、相互の尊重と理解、すべての個人

の高潔性と尊厳に対する尊重を高めようとすべきであることを強調し、 

11. あらゆるレベルの関係者による協調した行動と協力が、差別、人種差別、同性愛嫌悪、いじめ、

ドーピング、不正な操作、子どもに対する過剰なトレーニング、性的搾取、不正取引並びに暴力

から体育・身体活動・スポーツの高潔性と潜在的な恩恵を保護するための前提条件であること

を主張し、 
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12. 体育・身体活動・スポーツは、自然環境において責任をもって行われることで豊かになること、

ひいてはそれが地球の資源を尊重し、人類のより良い利益のための資源保護と利用への関

心を呼び起こすことを自覚し、 

13. この国際憲章は、体育・身体活動・スポーツを人類の発展に役立てることを宣言し、そして、そ

の原則がすべての人類にとって現実のものとなるよう、すべての人、とりわけ政府、政府間組

織、スポーツ組織、民間団体、実業界、メディア、教育者、研究者、スポーツ専門家とボランテ

ィア、参加者とその支援者、審判、家族並びに観客が憲章を守り、普及するよう強く促す。 

 

* * * 

第 1 条 － 体育・身体活動・スポーツの実践は、すべての人の基本的権利である  
1.1 すべての人は、人種、ジェンダー、性的指向、言語、宗教、政治的又はその他の意見、国民も

しくは社会的出身、財産、その他一切の理由に基づく差別を受けることなく、体育・身体活動・スポ

ーツを行う基本的な権利を持っている。 

1.2 これらの活動を通じた身体的、精神的、社会的な充足と能力を発達させる自由は、政府、スポ

ーツ、教育に関わるすべての機関により支援されなければならない。 

1.3 すべての人、とりわけ就学前の子ども、女性及び少女、老人、障がいのある人、先住民族に、

体育・身体活動・スポーツへの参加のための誰もが受け入れられる適切で安全な機会が提供され

なければならない。 

1.4 レクリエーション、健康増進、パフォーマンスの向上といった目的にかかわらず、体育・身体活

動・スポーツに参加し、あらゆる管理・意思決定レベルに参画するための平等な機会は、すべての

少女と女性にとって積極的に守られなければならない権利である。 

1.5 体育・身体活動・スポーツが多様であることは、それらの価値や魅力の基本的な要素になる。

伝統的な、さらには先住民のゲーム、ダンス、スポーツは、今日創られつつある形態も含めて、世

界の豊かな文化遺産を表現するものであり、保護され、普及されなければならない。 

1.6 すべての個人は、体育・身体活動・スポーツを通じて各人の能力と興味に応じて一定の達成を

得る機会を持たなければならない。 

1.7 どの教育システムも、身体活動と他の教育要素との間のバランスと結びつきの強化を図るた

め、体育・身体活動・スポーツについて必要な位置づけと重要性を付与しなければならない。教育

システムは、質が高く、排除される者がないような体育の授業が優先的に毎日、初等・中等教育の

必須要素として含まれること、そしてスポーツと身体活動が学校及びその他の教育機関で、子ども

たちや若者の日課で欠くことのできない役割を果たすことを保証しなければならない。 

*  

第 2 条 － 体育・身体活動・スポーツは、個人、コミュニティ、社会全体に幅広い恩恵をも

たらすことができる  
2.1 体育・身体活動・スポーツは、適切に組織され、教えられ、資源が提供され、実践されれば、個

人、家族、コミュニティ、社会全体に対して幅広い恩恵をもたらす明確な貢献ができる。 

2.2 体育・身体活動・スポーツは、忍耐力、強さ、柔軟性、協調性、バランス、コントロールを改善す

ることにより、自らの身体を理解し対処する能力、充足感、健康及び能力の発達に顕著な役割を果
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たすことができる。水泳の能力は、溺れるリスクにさらされるあらゆる人にとって不可欠なスキルで

ある。 

2.3 体育・身体活動・スポーツは、身体に対する自信、自尊心、自己効力感を高め、ストレス、不安、

抑うつを減らし、認知機能を高め、協力、コミュニケーション、リーダーシップ、規律、チームワークな

どの参加や学習及びその他の生活面での成果に貢献する幅広いスキルや特性を発達させることで、

心の健康、精神的充足と能力を改善させることができる。 

2.4 体育・身体活動・スポーツは、コミュニティの絆や家族、友人、仲間との関係を築き、強化し、帰

属意識や受容の気持ちを生み出し、肯定的な社会的態度や行動を発達させ、異なる文化的、社会

的、経済的背景の人々を共通の目標や利益を求めて結びつけることにより、社会的充足と能力を

支援することができる。 

2.5 体育・身体活動・スポーツは、麻薬中毒、アルコール依存症、たばこ中毒、非行、搾取、極端な

貧困の防止とそのリスクにさらされた人々の社会復帰に貢献できる可能性がある。 

2.6 体育・身体活動・スポーツは、社会全体に顕著な健康的、社会的、経済的な恩恵を生み出すこ

とができる。積極的なライフスタイルは、心臓疾患、糖尿病、ガン並びに肥満の防止の一助となり、

究極的には早死を減らす。さらに、そのようなライフスタイルは、健康関連の費用を削減し、生産性

を向上させ、市民的社会参加や社会的一体性を強化する。 

* 

第 3 条 － すべての関係者が戦略的ビジョンの創造、方針の選択肢や優先順位の策定に

参画しなければならない  
3.1 体育・身体活動・スポーツのための戦略的ビジョンは、方針の選択肢と様々なレベルにおける

優先順位が与える影響のバランスを取り、最適化するための前提条件である。 

3.2 すべての関係者、とりわけスポーツ、教育、若者、健康、積極的なレクリエーション、開発、都

市計画、環境、交通、ジェンダーや障がいの問題について責任を持つ国家や地方自治体、さらに

政府間組織、オリンピック及びパラリンピック・ムーブメント、スポーツ組織、民間団体、実業界、メデ

ィア、教育者、研究者、スポーツ専門家とボランティア、参加者とその支援者、審判、家族並びに観

衆は、体育・身体活動・スポーツ政策の発達と支援の責任を共有する。よって、上述のすべての関

係者は、この責任を果たす機会を与えられるべきである。 

3.3 あらゆるレベルの公的機関及び団体は、法律や規定の策定と施行、明確な目的を備えた国の

スポーツ開発計画の策定、及び物質的、財政的、技術的な援助の条件を含めた、その他の体育・

身体活動・スポーツの奨励策を採用するための措置を講じなければならない。 

3.4 体育・身体活動・スポーツの戦略や方針は、ボランティアに関わる部門に対して、その継続的な

発展と関与を保証するために特定の支援を提供し、自由な組織づくりを尊重することを強化し、当該

ボランティア部門による社会の民主的な文化への貢献を認識しなければならない。 

3.5 体育への持続した投資は、すべての国の教育とスポーツに対する取り組みの根本的な要素で

あり、質の高い体育プログラムの公的提供に対する予算割り当ては保護され、強化されるべきであ

る。 

3.6 大規模なスポーツ競技大会の開催を検討している国や都市は、身体活動への参加を持続させ

強化するため、またより良い社会的一体性の改善の助けとなるよう、大会の開催を体育・身体活動・
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スポーツのための長期的戦略に統合させるべきである。 

*  

第 4 条 － 体育・身体活動・スポーツのプログラムは、生涯にわたる参加の動機づけとな

らなければならない  
4.1 体育・身体活動・スポーツのプログラムは、生涯にわたって実践する人々の必要性や個人的特

性を満たすよう設計しなければならない。 

4.2 生涯を通じた身体活動やスポーツへの参加を維持するために必要な知識、スキル、態度、動

機づけの基礎を築くために、遊び、ゲーム、身体活動に関する早期からのプラスの経験をだれもが

優先できるようにすべきである。 

4.3 スポーツや身体活動における生徒の能力や自信の開発に関係する学校教育課程の唯一の分

野として、体育は生涯を通じた身体活動やスポーツに必要なスキル、態度、知識のための学習の入

り口となる。資格を持った体育教師によって指導される、質が高く、排除される者がいないような体

育授業が、すべての学年と教育レベルにおいて義務づけられるべきである。 

4.4 体育・身体活動・スポーツの方針やプログラムは、プログラムが対象とする受益者の必要性を

満足させているかどうかについて、官公庁による適切で体系的な監視と評価がなされなければなら

ない。 

* 

第 5 条 － すべての関係者は、その活動が経済的、社会的、環境的に持続可能であるこ

とを保証しなければならない  
5.1 体育・身体活動・スポーツの提供に従事する者並びにスポーツ競技大会の組織者は、活動の

計画、実施、評価を行う時に、経済上、社会上、環境上、スポーツ上のいずれにおいても最重要原

則である持続可能性を十分考慮しなければならない。 

5.2 スポーツ用品の消費の拡大がグローバル経済への肯定的な影響を与える可能性がある中、

当該産業は社会と環境に優しい実践を発展させ、融合させていく責務を負わなければならない。 

5.3 屋内・屋外活動の環境への負の影響は防止されるべきである。スポーツ施設の所有者は、観

衆やその場に居合わせた人々にリスクを与えるような不注意な行動、騒音、廃棄物、化学物質の使

用やその他自然に与える潜在的な損傷を回避する特別な責任を負う。 

5.4 大規模なスポーツ競技大会の実現に関与する全関係者―とりわけ大会主催者、公的機関、ス

ポーツ団体、商業的な関係者、メディア―は、財務費用、環境的・社会的な影響、大会後のインフラ

活用、スポーツ・身体活動への参加効果の面から、開催地域にとっての持続可能なレガシーを保証

しなければならない。 

* 

第 6 条 － 研究・科学的根拠・評価は、体育・身体活動・スポーツの発展に不可欠な要素

である  
6.1 方針決定は妥当かつ事実に基づいた根拠に拠るものでなければならない。方針策定の質の高

さは、科学的調査、専門知識、メディア、その他の関係者との協議並びに過去の方針とプログラム

の評価・監視などを含む幅広い資料から収集した情報の質の高さで決まる。 

6.2 政府やその他の主要な関係者は、体育・身体活動・スポーツの分野における研究を開始し、
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支援するべきである。 

6.3 研究・科学的根拠・評価は、定められた倫理基準を厳密に遵守し、体育・身体活動・スポーツに

おけるドーピング、不正行為、その他違法行為などの不適切な適用を排除するべきである。 

6.4 体育・身体活動・スポーツに関する研究成果、評価研究、その他の参考文献の収集及び普及

は不可欠である。科学的研究及び評価の結果は、すべての関係者と社会全般が利用しやすく、理

解しやすく、適切な方法で伝えられなければならない。 

6.5 メディアは、体育・身体活動・スポーツの社会的重要性、倫理的価値及び利点について情報を

提供し、認知度を高める上で極めて重大な役割を果たすことができる。公開討論及び意思決定の

情報提供を目的としてメディア、科学界、その他の関係者が協力関係を強めることは相互の責任で

あり、良い機会になる。 

* 

第 7 条 － 体育・身体活動・スポーツの教育、コーチング、管理は有資格者が行わなけれ

ばならない  
7.1 体育・身体活動・スポーツに専門的責任を負うすべての人材は、適切な資格を有し、トレーニン

グを行い、継続して専門的能力の向上に努めなければならない。 

7.2 すべての体育・身体活動・スポーツの人材は、その監督下にあるすべての人のバランスの良い

発達及び安全を促進するために必要とされる適性を確実に獲得し、維持できるだけの十分な人数

を採用し、訓練しなければならない。そのようなトレーニングを受けた人材には、遂行する職務に沿

った職業的認証が与えられるべきである。 

7.3 ボランティアのコーチ、役員及び支援者は、各部門におけるかけがえのない人材としての立場

を与えられ、適切なトレーニング及び管理を提供されなければならない。それによって、彼らが重要

な役割を遂行し、参加増大の手助けをし、参加者の発達と安全を確保し、民主的なプロセスや地域

社会生活における幅広い人々の結びつきを育てることができる。 

7.4 すべての参加レベルにおいて、排除される者のない、個人の状況に応じたトレーニングの機会

が得られなければならない。 

*  

第 8 条 － 質の高い体育・身体活動・スポーツには、適切で安全な場所、施設、器具が不

可欠である  
8.1 適切で安全な場所、施設、器具、衣類の選択は、特に天候、文化、ジェンダー、年齢、障がい

に伴う異なるニーズに配慮し、体育・身体活動・スポーツの参加者のニーズに合うよう提供され、維

持されなければならない。 

8.2 あらゆるレベルの施設を運営する公的機関、スポーツ団体、学校、その他の団体は、自然環

境がもたらす機会や状況を考慮しながら、体育・身体活動・スポーツのための設備、施設、器具を

設計し、提供し、その利用を最適化するために協力して取り組むべきである。 

8.3 民間及び公的な職場は、従業員の福利及び生産性向上のために、あらゆるレベルの従業員

が自由に利用できるよう適切な施設の配置、スタッフの配備と動機づけをして身体活動やスポーツ

のための機会を提供しなければならない。 

8.4 公的機関は、市民の活動的で健康な生活を支援し発展させ、維持するために、身体活動やス
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ポーツの機会を都市計画、地方の計画、交通計画に組み込まなければならない。 

8.5 体育・身体活動・スポーツのための施設及び公共の場を建設、管理、運営する場合、責任当局

及びスポーツ施設の所有者は、エネルギーと資源の効率を最大限にし、自然環境に対する悪影響

を最小限にするよう努力しなければならない。 

* 

第 9 条 － 安全性及びリスク管理は質保証の必須の条件である  
9.1 体育・身体活動・スポーツは、すべての参加者の尊厳、権利、健康を保護する安全な環境で行

われなければならない。安全性を低下させる、または不適切なリスクを含む実践や行事は、体育・

身体活動・スポーツの完全性及び潜在的な恩恵とは相いれない。そのような実践及び行事には断

固たる即時の対策が必要である。 

9.2 体育・身体活動・スポーツにおける安全性及びリスク管理では、すべての関係者が参加者、観

客、指導者に対し制限や危害が加えられる実態がなくなるよう努力することを求める。中でも子ども、

若者、高齢者、女性、障がい者、移民、先住民など社会的弱者となりやすい人々に留意する。害を

及ぼす実態には、差別、人種差別、同性愛嫌悪、いじめ、ドーピングと不正な操作、教育妨害、子ど

もに対する過剰なトレーニング、性的搾取、不正取引、暴行が含まれる。 

9.3 体育・身体活動・スポーツは、特にジェンダー不平等、有害な社会規範、ジェンダーに関する固

定観念などの根本的な原因に対処することにより、ジェンダーに基づく暴力に関する現象一般を防

止する強力な手段として役立てることができる。 

9.4 体育・身体活動・スポーツにおける参加者、管理者、教師、コーチ、両親などのすべての関係

者が潜在的リスク、特に子どもに対するリスク、危険な又は不適切なトレーニング方法や競争、さら

にはあらゆる種類の心理的プレッシャーについて意識しておくことが重要である。 

* 

第 10 条 － 体育・身体活動・スポーツの高潔性と倫理的価値の保護及び促進は、すべて

の人にとって普遍的な関心事でなければならない  
10.1 あらゆる形態の体育・身体活動・スポーツは、弊害から守られなければならない。スポーツ競

技大会における暴力、ドーピング、政治的権力の濫用、汚職や不正工作などの事象は深刻な危険

性をもって体育・身体活動・スポーツの信頼性と高潔性を脅かし、その教育的機能、発展的機能及

び健康促進機能を損なう。審判、公的機関、法執行機関、スポーツ組織、公認ギャンブル事業者、

スポーツ関連の権利の所有者、メディア、非政府組織、管理運営者、教育者、家族、医療従事者、

その他の関係者を含む参加者は、高潔を脅かすものに対し、齟齬のない対応が行われるよう、協

力しなければならない。 

10.2 ドーピングの悪影響に対抗するためのあらゆる努力が払われなければならない。また、参加

者の身体的・精神的・社会的な能力や健全な生活、フェアプレー及び競争の美徳、スポーツ・コミュ

ニティの高潔性、さまざまなレベルでスポーツに参加する人々の権利を守るため、あらゆる努力が

払われなければならない。世界的に採用されているアンチ・ドーピング規則が、国際的及び国内の

管轄機関によって、あらゆるレベルのパフォーマンスに対し適用されることが極めて重要である。 

10.3 スポーツ競技大会における不正工作は、スポーツの本質的価値を損ねる。それは賭博と結

びつき、国際組織犯罪に大規模な事業機会を提供している。関連する国際手段に沿ったグローバ
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ルな協調的対応に加え、スポーツ競技大会における不正工作に対抗する国内外における協力関

係を促進するため、有効な対策が取られなければならない。 

10.4 体育・身体活動・スポーツを扱うあらゆる組織及び機関は、良好なガバナンスの原則を 実行

しなければならない。ここでいう原則には、選挙及び意思決定における透明性の高い民主的な手

続き、関係者集団との定期的な協議、資金の再分配のための明確な規定、説明責任及び透明性

に関する原則の厳格な実施が含まれる。 

10.5 体育・身体活動・スポーツまたは関連分野のすべての雇用主は、プロスポーツ選手を含め、

被雇用者の精神的及び身体的な健康に十分配慮しなければならない。特に、児童労働及び人身

売買を防止するため、国際的な労働協約及び基本的人権が尊重されなければならない。 

10.6 大規模なスポーツ大会に関連する汚職及び浪費のリスクを低減させるため、イベント主催者、

公的機関、その他の関係者は、これらのイベントの招致、計画、開催における透明性、客観性、公

平性を最大化するための対策を取らなければならない。 

10.7 体育・身体活動・スポーツの提供者に対し金銭的、物質的、またはその他の支援を提供する

公的機関は、供与した資源の適切な使用を社会を代表して監査し、統制する権利と義務を有する。 

10.8 公的機関及びスポーツ組織には、相互尊重の精神において協力を拡大し、体育・身体活動・

スポーツにおける各々の役割、法的権利、相互責任を明確に定義することによって紛争のリスクを

最小化することが求められる。 

10.9 重視されるべき価値を明確に意識した教育と情報が含まれている防止プログラムは重要で

ある。これらのプログラムは、スポーツにおけるドーピング防止に対する肯定的な態度、また不正

工作、汚職、違法行為や搾取に対する否定的な態度を育成すべきであり、審判、公的機関、法執

行機関、スポーツ組織、公認ギャンブル事業者、スポーツ関連の権利の所有者、メディア、非政府

組織、管理運営者、教育者、家族、医療従事者、その他の関係者を含む参加者に提供されるべき

である。 

10.10 公的機関及びスポーツ組織はメディアに対し、体育・身体活動・スポーツの高潔性を促進し、

守るよう働きかけるべきである。メディアは、大会、組織、関係者に対し、批判的かつ独立した観察

者として、市民に与えられる体育・身体活動・スポーツの恩恵やリスク、教育的価値を伝える役割を

全うすることが求められる。 

* 

第 11 条 － 体育・身体活動・スポーツは、開発、平和、紛争後及び災害後の目標の実現

において重要な役割を果たすことができる  
11.1 開発と平和のイニシアチブのためのスポーツは、貧困の根絶、及び民主主義、人権、安全保

障、平和と非暴力の文化、対話と紛争解決、許容と非差別、社会的統合、男女の平等、法の支配、

持続可能性、環境認識、健康、教育、市民社会の役割をより強固なものにすることを目的とするべ

きである。 

11.2 開発と平和をめざすスポーツは、紛争防止、紛争後及び災害後の介入、コミュニティの構築、

国の結束及び市民社会と国際開発の目標の有効的な機能に貢献するその他の取り組みを支援す

るために促進され、活用されるべきである。 

11.3 開発と平和をめざすスポーツは、排除される者がおらず、文化、ジェンダー、年齢、障がいに
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配慮したものでなければならず、また、強固な監視と評価のメカニズムを含むべきである。それらは

地域プロジェクトのオーナーシップ（当事者意識）を奨励し、その他の体育・身体活動・スポーツがめ

ざすものと同様に持続可能性と高潔性の原則を具体的に表現するべきである。 

* 

第 12 条 － 国際協力は、体育・身体活動・スポーツの範囲と影響を拡大するための必須

の条件である  
12.1 すべての関係者は、国際協力及び国際協調を通じて、個人、コミュニティ、国家内の開発、平

和、連帯、友好に体育・身体活動・スポーツを活用するべきである。 

12.2 国際協力及び国際協調は、社会的及び経済的発展における体育・身体活動・スポーツの重

要な貢献を国際的、地域的及び国内的レベルで効果的に提唱するうえで、また、関連する調査や

証拠を支援し共有するうえで活用すべきである。 

12.3 公的機関、スポーツ組織、その他の非政府組織の間の国際協力及び国際協調は、体育・身

体活動・スポーツの提供において国家間及び国家内に存在する格差を縮小するうえで極めて重要

である。このような国際協力及び国際協調は、現在の憲章で定められている普遍的な原則に基づ

く指標やその他の監視・評価ツールのほか、優れた事例、教育プログラム、能力開発、権利擁護の

知見を交換し活用することで達成することが可能である。 

 
 


